
おおい町におけるUPZから避難先施設までの主な経路
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【主な代替経路】
国道27号→国道303号→国道161号→国道8号

県外避難

※円滑な避難を実施するため、舞鶴若狭自動車道や
国道27号に加え、若狭西街道や若狭梅街道を活用し
たルートによる避難も状況に応じて実施。

【広域避難先（県内避難） 】
敦賀市

＜本郷地区＞
敦賀市立栗野小学校、他7か所

＜佐分利地区＞
敦賀市立敦賀西小学校、他2か所

＜名田庄地区＞
敦賀市立東浦小中学校、他7か所

【広域避難先（県外避難） 】
兵庫県

＜本郷、佐分利地区＞

川西市（牧の台小学校、他１４か所）

＜本郷、名田庄地区＞

伊丹市（笹原小学校、他23か所）

【主な避難経路②】
国道27号

【主な避難経路①】
国道27号→小浜西ＩＣ→舞鶴若狭自
動車道→若狭美浜ＩＣ→国道27号

UPZ

PAZ

Ø 地域毎にあらかじめ避難経路を設定。自然災害等により避難経路が使用できない場合は、他の
ﾙｰﾄを活用し避難を実施。

敦賀市

さ ぶ り

な た しょう

ちょう

さ ぶ り

な た しょう

(C)2015ZENRIN(Z05E-第175号)

【主な避難経路③】
府道・道県１号（小浜綾部線） →大飯高浜ＩＣ→
舞鶴若狭自動車道
【主な避難経路④ 】
県道27号（坂本高浜線） →国道162号→府道12号
→国道27号→国道9号→国道173号
※その他代替経路として、国道303号等を設定 66

おおい町
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小浜市におけるUPZから避難先施設までの主な経路
お ばま し

Ø 地域毎にあらかじめ避難経路を設定。自然災害等により避難経路が使用できない場合は、他のﾙｰﾄ
を活用し避難を実施。

【広域避難先(県外避難) 】

兵庫県

＜小浜、雲浜、西津、内外海、国富、宮川、今富地区＞

姫路市 （姫路球場、他38か所）
＜松永地区＞

朝来市（和田山体育センター、他4か所）

＜遠敷地区＞
豊岡市（豊岡市立総合体育館、他12か所）

＜口名田地区＞
市川町（市川町スポーツセンター体育館、他2か所）、

福崎町（コミュニティセンターサルビア会館、他4か所）、

神河町（町立神崎小学校、他1か所）

＜中名田地区＞

養父市（関宮農林漁業者等健康増進施設、他8か所）

＜加斗地区＞
新温泉町（健康公園体育館、他1か所）、香美町（射添

体育館、他3か所）

※円滑な避難を実施するため、舞鶴若狭自動車道や
国道27号に加え、若狭梅街道を活用したルートによる
避難も状況に応じて実施。

UPZ

PAZ

【主な避難経路① 】

小浜ＩＣ→舞鶴若狭自動車道→北陸自動車道→
武生ＩＣ・鯖江ＩＣ

【広域避難先（県内避難） 】

越前市・鯖江市

＜小浜、雲浜、西津、内外海、国富、松永、

口名田地区＞

越前市立武生東小学校、福井県立武生工業

高等学校、他29か所

＜内外海、宮川、遠敷、今富、中名田、加斗地区＞

鯖江市立河和田小学校、鯖江市立中央中学

校、他12か所

【主な代替経路】
国道303号→国道161号→国道8号→敦賀ＩＣ→
北陸自動車道→武生ＩＣ・鯖江ＩＣ

【主な避難経路② 】

国道27号→敦賀ＩＣ→北陸自動車道→
武生ＩＣ・鯖江ＩＣ

越前市

鯖江市

お ばま うん ぴん にし づ うち と み

あさ ご し

おにゅう

くち な た

なか な た

かみかわちょう

や ぶ し

か と

か み ちょう

お ばま うん ぴん にし づ うち と み

くち な た

たけふ

うち と み おにゅう なか な た か と

か わ だ

(C)2015ZENRIN(Z05E-第175号)

県外避難

【主な避難経路③ 】
国道162号→府道12号→国道27号→国道9号
→福知山ＩＣ→舞鶴若狭自動車道
※その他代替経路として、国道303号等を設定

小浜市
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高浜町におけるUPZから避難先施設までの主な経路
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たか はま ちょう

【広域避難先（県外避難） 】

兵庫県
＜和田地区＞

三田市（駒ヶ谷運動公園、他3か所）
＜高浜地区＞

宝塚市（東公民館、他6か所）、猪名川町
（スポーツセンター、他2か所）

＜青郷地区＞
宝塚市（県立宝塚高等学校、他7箇所）

＜内浦地区＞
三田市（駒ヶ谷運動公園）

【主な代替経路】
国道27号→国道303号→国道161号→国道8号

県外避難

【広域避難先（県内避難） 】

敦賀市
＜和田地区＞

敦賀市立粟野スポーツセンター、他３か所
＜高浜地区＞

愛発公民館、他6か所

＜青郷地区＞
敦賀市立粟野南小学校、他4か所

＜内浦地区＞
敦賀市立少年自然の家、他1か所

※円滑な避難を実施するため、舞鶴若狭自動車道や
国道27号に加え、若狭西街道や若狭梅街道を活用し
たルートによる避難も状況に応じて実施。

Ø 地域毎にあらかじめ避難経路を設定。自然災害等により避難経路が使用できない場合は、他の
ﾙｰﾄを活用し避難を実施。

【主な避難経路② 】
国道27号

【主な避難経路① 】
国道27号→小浜西ＩＣ→舞鶴若狭自動車道→敦賀ＩＣ

UPZ

PAZ高浜町

敦賀市

い な がわちょう

うち うら

あわの

あらち

せいきょう

うち うら

せいきょう

(C)2015ZENRIN(Z05E-第175号)

【主な避難経路③ 】
国道27号→府道28号→舞鶴東ＩＣ→舞鶴若狭自動車道
※その他代替経路として、国道303号、国道162号（県道16号経由）等を設定
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若狭町におけるUPZから避難先施設までの主な経路
わか さ ちょう
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※円滑な避難を実施するため、国道27号線や舞鶴若狭

自動車道に加え、若狭梅街道を活用したルートによる避
難も状況に応じて実施。

Ø 地域毎にあらかじめ避難経路を設定。自然災害等により避難経路が使用できない場合は、他のﾙｰﾄ
を活用し避難を実施。

【主な避難経路② 】
国道27号→ 国道8号→国道305号

【主な避難経路③ 】
国道303号→国道161号→名神高速道路→中国自動車道
※その他代替経路として、国道162号等を設定

【広域避難先（県外避難） 】
兵庫県

＜三十三地区＞

三木市（口吉川町公民館、他10か所）

＜三方地区＞

三木市（自由が丘公民館、他2か所）、篠山市（篠
山総合スポーツセンター、他5か所）

加東市（やしろ国際学習塾）、丹波市（山南農業者
等体育施設、他3か所）
＜西田地区＞
丹波市（三塚ふれあいセンター愛育館、他2か所）
＜鳥羽地区＞
西脇市（黒っこプラザ、他4か所）

＜瓜生地区＞

加西市（市民会館、他8か所）
＜三宅地区＞

加東市（滝野総合公園体育館）、小野市（コミュニ
ティーセンター下東条、他1か所）

＜野木地区＞

小野市（兵庫県立小野高等学校、他3か所）
＜熊川地区＞

多可町（文化会館、他3か所）

【広域避難先（県内避難） 】

越前町
＜三十三地区＞

越前町立宮崎小学校、他10か所
＜三方地区＞

福井県立丹生高等学校、他6か所
＜西田地区＞

織田健康福祉センター、他2か所
＜鳥羽地区＞

越前町立織田小学校、他2か所

＜瓜生地区＞
越前町立越前中学校、他2か所

＜三宅地区＞
越前町営越前体育館、 他5か所

＜野木地区＞

越前町立城崎小学校、他3か所
＜熊川地区＞

越前町立萩野小学校、他3か所

【主な避難経路① 】
若狭上中IC、若狭三方IC→舞鶴若狭自動車道→
北陸自動車道→武生IC

UPZ

PAZ

【主な代替経路】
国道303 → 国道161号→国道8号→敦賀ＩＣ→
北陸自動車道→武生ＩＣ

越前町

た か ちょう

う りゅう

み そ み

くち よ かわちょう

ささ やま し

か とう し

か さい し

み そ み

にゅう

うりゅう

しろさき

はぎの

えちぜんちょう

県外避難

(C)2015ZENRIN(Z05E-第175号)

若狭町
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美浜町におけるUPZから避難先施設までの主な経路
み はま ちょう

【広域避難先（県内避難）】

大野市
＜東地区＞

エキサイト広場総合体育施設、他3か所
＜耳地区＞

上庄公民館、他8か所
＜西郷地区＞

有終東小学校、他2か所

Ø 地域毎にあらかじめ避難経路を設定。自然災害等により避難経路が使用できない場合は、他の
ﾙｰﾄを活用し避難を実施。

UPZ

【主な避難経路①】
・若狭美浜・若狭三方IC→舞鶴若狭自動車道→
北陸自動車道→福井IC→国道158号
（又は）
・若狭美浜・若狭三方IC→舞鶴若狭自動車道→
北陸自動車道→福井北JCT・IC→中部縦貫自動車道

大野市

PAZ

ゆうしゅうひがし

かみしょう

県外避難先はなし

【主な避難経路② 】
国道27号→国道8号→敦賀IC→北陸自動車道→
福井IC→国道158号
（又は）
国道27号→国道8号→敦賀IC→北陸自動車道→
福井北JCT・IC→中部縦貫自動車道

美浜町
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UPZから県外避難先施設までの広域避難経路

姫路市・市川町・福崎町・神河町・

三木市・加東市・篠山市・丹波市・

西脇市・多可町・加西市・小野市

国道303号→国道161号→名神高速
→中国自動車道→山陽自動車道

国道162号→府道12号
→国道27号→国道9号
→国道173号

県外避難を実施する際、避難先施設に
おいて駐車場確保が困難な場合等に
は、「車両一時保管場所※」を設置する。

※自家用車からバスへの乗換、避難先施設へ
の振分け等の機能を担う場所として、災害の状
況に応じ、柔軟に対応できるよう複数の候補地
をあらかじめ準備。

は車両一時保管場所候補地を示す

川西市・伊丹市・三田市

猪名川町・宝塚市

UPZ

PAZ

あさ ご し

や ぶ し

か み ちょう

ふくさき ちょう かみ かわ ちょう

か とう し ささ やま し

た か ちょう か さい し

かわにし し

い な がわ ちょう

丹波の森公苑

三木総合防災公園

Ø 福井県は、県内避難が基本であり、県外避難先への経路設定は、災害状況等に応じ柔軟に対応。
Ø 県外避難先への経路について、想定される経路を記載。

舞鶴東ＩC もしくは大飯高浜IC
⇒舞鶴若狭自動車道

国道162号→府道12号→国道27号→
国道9号→福知山ＩＣ→舞鶴若狭自動
車道→春日IC →北近畿豊岡自動車道

国道162号→府道12号→国道
27号→国道9号→福知山ＩＣ→
舞鶴若狭自動車道→中国自
動車道（→山陽自動車道）

豊岡市・朝来市・

養父市・新温泉町・

香美町
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おおい町
名田庄地区

自然災害等により孤立した場合の対応（福井県）

※ 不測の事態により確保した輸送能力で対応できない場合など、関係自治体

の要請により実動組織（警察、消防、海保庁、自衛隊 ）が必要に応じ支援を実施。

※ 利用する港については、被災状況等を考慮し選定

Ø UPZ内では全面緊急事態となった場合、屋内退避を行う。その後、住民避難等の指示が出た場合には、一時移転等を実施。
Ø UPZ内の半島部において、自然災害の発生等により住民が孤立した場合には、臨時ﾍﾘﾎﾟｰﾄ（夜間対応可）や漁港を活用し、空

路や海路による避難を実施。また、空路や海路での避難体制が整うまで放射線防護施設を含む屋内退避施設にて屋内退避を
実施し、避難体制が十分に整った段階で一時移転等を実施。

Ø UPZ内の中山間地域においても、集落へのｱｸｾｽ道が寸断され、住民が孤立化した場合には、臨時ﾍﾘﾎﾟｰﾄ（夜間対応可）を活
用し、空路による避難を実施。

Ø また、道路等の管理者は、孤立した地区の避難路を優先して、迅速かつ的確な道路啓開、仮設等の応急復旧を行い､早期の道
路交通の確保に努める。

：放射線防護施設（収容可能者数）

Ｈ ：ヘリポート適地等

：漁港

：放射線防護施設以外の屋内退避
施設（収容可能者数）

＜凡例＞

半島部 該当地区名 整備場所

内浦半島 高浜町内浦地区
旧音海小中学校グラウンド
内浦小中学校グラウンド
日引漁港

常神半島 若狭町西浦地区 常神漁港駐車場

敦賀半島 美浜町東地区 関西電力㈱県道沿用地駐車場

中山間地域 該当集落名 整備場所

おおい町名田庄地区 槇谷、虫鹿野、虫谷、木谷、堂本 名田庄中学校グラウンド

小浜市口名田地区 西相生、奥田縄、須縄 口名田小学校グラウンド

〃 遠敷地区 上根来、下根来 遠敷小学校グラウンド

若狭町熊川地区 河内 熊川小学校グラウンド

美浜町新庄地区 新庄 旧新庄小学校グラウンド

うち うら

つね がみ

な た しょう まきだに むし が の むしだに き だに どう もと

くち な た にし あい おい おく だ の す の

おにゅう かみね ご り しも ね ご り

こ う ち

Ｈ

常神漁港駐車場
岬小学校・三方中学校岬分校

放射線防護施設
（収容可能者数：約100人）

屋内退避施設
（収容可能者数：約400人）

＜ＵＰＺ内半島部における臨時ヘリポート整備場所＞ ＜ＵＰＺ内中山間地域における臨時ヘリポート整備場所＞

若狭三方漁業協同組合

屋内退避施設
（収容可能者数：約220人）

常神漁港

小川漁港

遊子漁港

半島部（例） 若狭町常神半島

中山間地域（例） おおい町名田庄地区

堂本
槇谷

虫鹿野
木谷
虫谷

Ｈ

名田庄中学校

屋内退避施設
（収容可能者数：約770人）

名田庄小学校
屋内退避施設

（収容可能者数：約770人）

名田庄体育館
屋内退避施設

（収容可能者数：約650人）

わかさ みかた

ゆうし

(C)2016ZENRIN(Z05E-第175号)

みかた

(C)2016ZENRIN(Z05E-第175号)

(C)2016ZENRIN(Z05E-第175号)

あっとほーむいきいき館
屋内退避施設

（収容可能者数：約270人）
名田庄中学校

グラウンド

くまがわくまがわ
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京都府におけるUPZ内の学校・保育所等の防護措置

UPZ内の教育機関数

教育機関
数（機関）

児童・生徒
数（人）

保育所・
幼稚園等 32 2,795

小学校 16 4,257

中学校 8 2,402

高等学校 5 2,153 

特別支援学
校 3 161

その他学校 4 1,077

合計 68 12,845

※ 平成28年5月1日時点

Ø 京都府では、警戒事態発生時に、UPZ内に位置する保育所・幼稚園、小学校、中学校及び高等学校等毎に校長等
を本部長とする学校原子力災害対策本部等を設置する。

Ø 学校原子力災害対策本部等は関係市町原子力災害対策本部や関係市町教育委員会等の指示により警戒事態に
おいて、学校等の対応及び保護者の迎え等について保護者あてに連絡（ﾒｰﾙ配信等）し、児童等の帰宅又は保護
者への引き渡しを実施。全面緊急事態までに保護者への引き渡しを完了する。

Ø 引き渡しができない児童等は、屋内退避（校舎内）を実施する。その後、事態が悪化し、関係市町原子力災害対策
本部等から一時移転等の指示が出された場合は、職員等とともに一時移転等を行い、避難先において保護者に引
き渡す。

国原子力
事業者

引き渡し

関係市町・
教育委員会

校内に災害対策本部等を設置

保護者への連絡及び引き渡しの実施

屋内退避指示

京都府

全面緊急事態までに引き渡しを完了

引き渡しが出来なかった児童等と職員の避難

一時移転等指示

保護者へ
引き渡し

「学校等における原子力防災マ
ニュアル」によって行動開始教育機関

保護者

警戒事態発生
（例 大地震（震度6弱）、大津波）

避難先

全面緊急事態に事態が進展

屋内退避（校舎内）

連絡・指示
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京都府におけるUPZ内の医療機関・社会福祉施設の避難先

Ø 京都府では、UPZ内にある全ての医療機関、社会福祉施設（47施設2,260人）について、国の原子力

災害対策本部から一時移転等の指示が出た場合における受入候補施設を、京都府災害時要配慮
者避難支援ｾﾝﾀｰの調整により確保。

Ø UPZ内にある全ての医療機関、社会福祉施設において個別の避難計画を策定済み。

施設区分 施設数
入所者数

（人）

医療機関（病院・有床診療所） 12 988

社会福祉
施設

介護保険施設等 25 1,063

障害福祉サービ
ス事業所等

8 115

児童養護施設等 2 94

小計 35 1,272

合計 47 2,260

受入候補
施設数

受入可能
人数（人）

33 約1,540

69 約1,490

8 約270

11 約160

88 約1,920

121 約3,460

＜ UPZ内 ＞ ＜ UPZ外 ＞

※ 社会福祉施設については同種の施設への避難が基本であるが、医療ケアが必要な約112人については医療機関へ搬送
※ 平成28年6月1日現在
※ 京都市他府内市町に避難先を確保

受入先調整
（京都府災害時
要配慮者避難支
援センター）
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京都府災害時要配慮者
避難支援センター

①：災害時要配慮者避難支援センターから受入れ先・避難元双方の医療
機関・社会福祉施設へ、災害に関する情報を提供

②：避難元医療機関・社会福祉施設からセンターへ、避難者数及び必要な
移送手段を報告

③：センターによる受入先の状況確認及びマッチングの実施

④：センターと京都府原子力災害対策本部において調整の上、必要な輸送手段を確保

⑤：センターと京都府原子力災害対策本部による移送等の避難実施に
ついての協議・調整

⑥：センターから受入先・避難元双方の医療機関・社会福祉施設へ、避
難方針を連絡

⑦：避難の実施

京都府における医療機関・社会福祉施設の受入先確保のための調整スキーム

Ø 京都府では、一時移転等の防護措置が必要になった場合、京都府原子力災害対策本部内に設置
される京都府災害時要配慮者避難支援ｾﾝﾀｰが受入に関する調整を速やかに実施。

京都府原子力災害対策本部

受入先確保のマッチングフロー

①

②

社会福祉施設医療機関 社会福祉施設医療機関

⑤

①

③

⑦

⑥ ⑥

④

避難元 避難先

※ 事態の規模、時間的な推移に応じて、早期の段階で避難等の予防的防護措置をとる場合に備えて、UPZ内の医療機関・社会福祉施設を対象に避難時の対応についての具体化・充実化を行っていく。

※ 京都市他府内市町に避難先を確保 75
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